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製造業外国従業員の労働災害の防止について

平素から労働安全衛生行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申

しとげます。

さて、製造業外国従業員受入事業が平成 28年 3月 15日から開始されたとこ

ろ守すが、製造業外国従業員に関わる労働災害を防止し、製造業外国従業員の

安全衛生を確保するため、受入企業において労働安全衛生法令等に基づく措置J

を適切に講じていただく必要があります。

つきましては、このことについて、別紙のリーフレットをご活用いただき、

受入企業に対し周知方、お願い申し上げます。



受入企業の皆様ヘ

製造業外国従業員の労働災害の防止のために

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
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製造業外国従業員に関わる労働災害を防止し、製造業外国従業員の安全衛生を確保す
るため、受入企業は労働安全衛生法令等に基づく措置を適切に講じていただく必要がありま
す。その際、次の点にご留意ください。

1. 

2. 

3. 

4. 

リスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減措置については、製造業外国従業
員の安全衛生管理を考慮、に入れたものとしてください。

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針j

に定める安全衛生の確保！日系る事項について適切な措置を講じてください。特に、作業
内容や作業環境が日々変化したり、関係請負人が混在する現場では、現場の危険箇
所や作業等に関する連絡調整や作業中の指示や合図等のコミュニケーションが十分に
行われるよう、適切な措置を講じてください。

そのほか、長時間労働者に対する面接指導制度やストレスチ工ツク制度を含め、労働
安全衛生法等に基づく措置を適切に講じてください。その際には、分かりゃすい説明書を
用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めてください。

製造業外国従業員の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出する際
は、労働者死傷病報告の職種欄！こ職種とともに「（製造業外国従業員受入事業）」
と付言iういただきますよう、桂町1];力をお原買いします。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業ギが滴
切に対処する汗めの指針（抄）

第［JL[
4 健康診断の実施等

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して 事業主は、労働安全衛生法等の定めるところ
事業主が講ずべき必要な措置 により外国人労働者に対して健康診断を実施す
安全衛生の確保 ること。その実胞に当たっては、健康診断の目
安全衛生教育の実施 的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教 により説明するよう努めること。

育を実施するに当たっては、当該外国人労働 また、外国人労働者に対し健康診断の結果に
者がその内容を期解できる方l.tにより行うこ 基づく事後措置を実施するときは、健康診断の

1 

と。特に、外国人労働者に使用させる機械設 結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外
備、安全装置Xは保護具の使用方法等が確実 閑人労働者が現解できる方法により説明するよ
に理解されるよう留意すること。 う努めること。

2 労働災害防止のための日本語教育等の実施 5 健康指導及び健康相談の実施
事業主は、外国人労働者が労働災宮防止の 事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して

ための指示等を理解することができるように 外同人労働者に対して健康指導及び健康相談を
するため、必要な日本語及び基本的な合図等 行うよう努めること。
を習得させるよう努めること。 6 労働安全衛生法等関係法令の周知

3 労働災害防止に関する標識、掲示等 事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定め
事業主は、事業場内における労働災害防止 るととろに上り、その内容についてその周知を

に関する標識、掲示等について、図解等の方 行うととロその際には、分かりやすい説明書；を
法を用いる等、外国人労働者がその内容を理 用いる等外閑人労働者の理解を促進するため必
解できる方法により行うよう努めること。 要な配慮をするよう努めること。

｛裏面もご覧下さしつ
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労働者死傷病報告について

労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署長に労働者死傷病
報告を提出しなければなりません（労働安全衛生規則第97条）。

製造業外国従業員の労働者死傷病報告（労働安全衛生規則様式第23号）を所轄労働基準監督署

長に提出される際は、窓口でも確認させていただきますが、被災労働者が製造業外国従業員であることを明確

にするため、労働者死傷病報告の職種欄に職種とともに「（製造業外国従業員受入事業） jと付記いただきま
すよう、笹川潟力をよろしくお原買いします。
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